
令和７年(2025 年 )１１月５日

下関市教育委員会教育部生涯学習課

生涯学習関係施設に係る指定管理候補者の選定結果について

下記のとおり、生涯学習関係施設に係る指定管理候補者を選定しましたので、

選定結果を公表します。指定管理者の指定については、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により下関市議会の議決を得る必要があり、下関市議会令和

７年第４回定例会における議決を経た後に、下関市教育委員会が指定すること

になります。

記

１．選定の概要

（１）施設の概要

①名 称 下関市芝学習等供用会館

所 在 地 下関市王喜宇津井一丁目５番２５号

施設内容 社会教育施設

②名 称 下関市串学習等供用会館

所 在 地 下関市松屋本町一丁目５番１８号

施設内容 社会教育施設

（２）指定期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間）

（３）指定管理候補者の概要

①下関市芝学習等供用会館

名 称 芝自治会

所在地 下関市王喜宇津井一丁目４番６１号

②下関市串学習等供用会館

名 称 串自治会

所在地 下関市松屋本町二丁目２番２９号

２．選定までの経緯

令和７年 ８月１８日 非公募により申込書の受付開始

令和７年 ９月 ８日 申込書の受付終了

令和７年 ９月２５日 下関市指定管理候補者選定委員会（生涯学習関係施

設）から下関市教育委員会が意見書を受理



令和７年１０月１０日 下関市教育委員会が指定管理候補者を選定

（１）申込資格

申込みは、下関市芝学習等供用会館は芝自治会、下関市串学習等供用会

館は串自治会からのみ受け付けます。各自治会は、申込時に、次のアから

カまでのいずれの要件も満たす団体であることとします。なお、各自治会

は、下関市が非公募により単独指名した経緯から、共同体を結成して申込

むことはできません。

ア 法人税、法人市・県民税、事業税、消費税、地方消費税その他の租税及

び労働保険料を滞納していないこと。

イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続又は会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続中でないこと。

ウ 指定管理者の責めに帰すべき事由により、過去２年以内に指定管理者の

指定の取消しを受けていないこと。

エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

より、本市における入札参加を制限されていないこと。

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の

統制下にある団体でないこと。

カ 過去２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと、又は

是正勧告を受けたことがある場合にあっては、応募時において当該是正勧

告に対する必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みである

こと。

（２）申込状況

①下関市芝学習等供用会館

申込書提出団体数 １団体（芝自治会）

②下関市串学習等供用会館

申込書提出団体数 １団体（串自治会）

３．選定方法

指定管理候補者の選定については、学識経験者等から構成される下関市

指定管理候補者選定委員会（生涯学習関係施設）が開催され、ここにおい

て、申込者から提出された事業計画書、収支計画書、申込団体の経営状況

を説明する資料等により総合的に審議された結果、申込団体についての意

見が下関市教育委員会に提出されました。

下関市教育委員会は、その意見及び選定の基準を総合的に審査し、申込

団体を指定管理候補者として選定しました。



４．下関市指定管理候補者選定委員会（生涯学習関係施設）の委員（４名）

【学識経験者】朝原 嘉彦（社会教育委員会 委員長）

【学識経験者】小田 耕一（社会教育委員会 副委員長）

【利用に関する有識者】村上 豊実（王喜自治連合会 会長）

【利用に関する有識者】久永 春美（王喜婦人会 会長）

※委員長は、委員の互選により決定

５．選定基準

選定基準は別紙１のとおりとし、委員１人当たり１００点満点にて採点する。

各委員の採点数を合計した数値を申込者の点数とし、最低制限基準である「２

５０点」以上である場合、指定管理者の選定に合格するものとする。

６．指定管理候補者選定委員会の審査結果

（１）採点結果

①下関市芝学習等供用会館 芝自治会

②下関市串学習等供用会館 串自治会

（２）指定管理候補者選定委員会での主な意見

特になし

（３）議事録（要点）

別紙２のとおり

７．選定結果

下関市教育委員会は、下関市指定管理候補者選定委員会の意見及び選定

の基準に基づき総合的に審査し、芝自治会を下関市芝学習等供用会館の指

定管理候補者に、串自治会を下関市串学習等供用会館の指定管理候補者に

選定しました。

（１）選定のされた団体の提案内容

別紙３－１、２「提案概要」のとおり

（２）選定の主な理由

ア 下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第４条

第１項各号の選定基準を満たしているため。

Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 合計点 平均点

７７ ８３ ９６ ７３ ３２９ ８２．２５

Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 合計点 平均点

７７ ８３ ９３ ７３ ３２６ ８１．５０



イ 下関市指定管理候補者選定委員会（生涯学習関係施設）における審査

の結果、指定管理候補者として適当であると答申があったため。

８．提案額

５年間の指定管理料 なし


